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令和２年度　国民健康保険事業特別会計当初予算要求額の概要
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令和２年度の国保財政の枠組み

一般会計

・都道府県繰入9％相当分【59.6億円】
・高額医療費負担金1/4相当分【10.0億円】
・特定健診1/3【1.8億円】
・その他繰入【0.7億円】

支払基金

被保険者

国

・定率国庫負担32％【212.6億円】
・調整交付金（国）9％【69.1億円】
・保険者努力支援分【11.6億円】
・特定健診1/3【1.8億円】

・高額医療費負担金1/4 相当分
【10.0億円】

・特別高額医療費負担金【0.6億円】

都道府県

一般会計

・事業費納付金
医療【247.1億円】
後期【81.3億円】
介護【28.5億円】

・保険基盤安定繰入金（法定軽減分）【43.2億円】
・保険基盤安定繰入金（保険者支援制度分）【24.0億円】
⇒国・都道府県負担分も含めて全額繰入れ

市町

一般会計
国保特別会計

国保特別会計
【１１４８億円】

国保連

医療機関

・前期高齢者交付金
【411.5億円】

・療養給付費等交付金

【0.0億円】

・後期高齢者支援金
【161.8億円】

・介護納付金【56.2億円】
・前期高齢者納付金【0.2億円】

保険料
【医療・後期・介護】

保険給付費

保険給付費

現金給付

現物給付

・保険給付費等交付金
普通交付金【905.3億円】
特別交付金

保険者努力支援分【5.4億円】
市町村向け特別調整【4.6億円】
県繰入金（2号分）【8.5億円】
特定健診2/3 【3.6億円】

・保険基盤安定繰入金（法定軽減分）3/4【32.4億円】
・保険基盤安定繰入金（保険者支援制度分）1/4【6.0億円】

支払の簡素化

・保険基盤安定繰入金（保険者支援制度分）1/2【12.0億円】

国保中央会

・財政安定化基金

・特別高額医療
共同事業拠出金
【1.3億円】

・特別高額医
療共同事業
交付金

【1.3億円】

・職員給与等【6,590万円】
・国保広域化等推進事業【97万円】
・連合会負担金【198万円】

・運営協議会費【169万円】
・保健事業推進【505万円】

・給付対策補助金【1.7億円】

・財政安定化支援事業、出産育児一時金等



財政安定化支援事業

50％ 50％

○普通調整交付金（７％）

都道府県間の財政力の不均衡等（医療費、所得
水準）を調整するために交付。【59.5億円】
○特別調整交付金（２％）

画一的な測定方法によって、措置できない都道府

県・市町村の特別の事情（災害等）を考慮して交付。
【9.6億円】

調整交付金（国）

（９％）

調整交付金（国）

（32％）

定率国庫負担

市町村への地方財政措置：1,000億円

○高額な医療費（１件80万円超）の発生による国保

財政の急激な影響の緩和を図るため、国と都道府

県が高額医療費の１/４ずつを負担

【県負担：10.0億円】

高額医療費負担金

納付金

○ 低所得者の保険料軽減分を公費で支援。
（県 3/4【32.4億円】、市町 1/4）

○ 低所得者数に応じ、保険料額の一定割合を公費
で支援
（国 1/2、県 1/4【6.0億円】、市町 1/4）

都道府県
繰入金
（９％）

前期高齢者交付金

○国保・被用者保険の65歳から74歳の前期高齢者の
偏在による保険者間の負担の不均衡を、各保険者
の加入者数に応じて調整。【411.5億円】

前期高齢者
交付金

保険料軽減制度

保険者支援制度
保険者支援制度

保険料軽減制度

高額医療費負担金

特別高額医療費
共同事業

○ 都道府県・市町村の医療費適正化、予防・健康づ
くり等の取組状況に応じ支援。
【全体額 県分：8.4億円 市町分：5.4億円】
※市町5.4億円のうち、5分の2（2.1億円）は、国特別交
付金で財政措置。

保険者努力支援制度

保険者努力支援制度

○著しく高額な医療費（１件420万円超）について、都

道府県からの拠出金【1.3億円】を財源に全国で費用

負担を調整。

○国は予算の範囲内で一部を負担。【0.6億円】

【財政安定化基金】

○ 貸付・交付分
給付増や保険料収納不足により財源不足に

なった場合に備え、都道府県に基金を設置し、都
道府県・市町村に対して貸付・交付を行う。

○ 激変緩和分
令和５年度までの間、新制度の円滑な施行に

必要な資金として活用可能。

特別高額医療費共同事業

令和２年度の県の国保財政の姿

～～
～～

○普通調整交付金

都道府県間の財政力の不均衡等（医療費、所得
水準）を調整するために交付。【51.1億円】
○特別調整交付金
画一的な測定方法によって、措置できない都道府
県・市町村の特別の事情（災害等）を考慮して交付。
【8.5億円】

定率国庫負担金

調整交付金（県）

○医療給付費等に要した費用の32％を県に対して補
助【212.6億円】

納 付 金

○平成30年度から、県が財政運営の責任主体にな

ることに伴い、保険給付費や国民健康保険事業に

要する費用に充てるため、県が市町から徴収する

納付金。【357.0億円】



令和２年度「ペア健診（検診）キャンペーン事業」 

 

１．目的 

  特定健診やがん検診の受診率向上対策として、家族、知人等を誘い合わせて健診（検診）受診

を勧めるもの。 

  今まで健診（検診）を受けたことのない人に対して、健診（検診）受診のきっかけを提供し、

県民が、自身の健康状態に関心を持ち、健康管理に努めることを目的とする。 

 

２．事業概要 

（１）ペア健診（検診）キャンペーン事業 

   特定健診、がん検診、人間ドッグを受診した県内に居住する方を対象とし、家族、知人と

誘い合わせての受診を勧める。2 名 1 組で受診したペアは、キャンペーンに応募でき、抽

選（年度内 2回）のうえ景品を進呈する。 

   ＜賞品内容(予定)＞知事賞（ペア１組×２回）、健福部長賞（ペア５組×２回）、 

初回賞（ペア 20組×２回）、Ｗチャンス（女性を含むペア）（ペア 10組×２回） 

 （２）ペア健診（検診）キャンペーン啓発活動事業（委託：滋賀県健康推進員団体連絡協議会） 

    特定健診やがん検診等の受診の必要性について理解を深め、家族、知人等を誘い合わせて

健診(検診)受診を勧める「ペア健診（検診）キャンペーン」について県内各地域で周知啓

発を実施する。 （委託団体に対して健診（検診）について基礎研修を実施予定） 

 （３）ペア健診（検診）キャンペーン事業贈呈式 

    応募者の中から知事賞および部長賞当選者に贈呈式を行う。 

３．根拠法令、計画 

 健康増進法、高齢者の医療の確保に関する法律 

  滋賀県がん対策推進計画、滋賀県データヘルス計画 

 

４．事業期間 

 令和 2年度から令和 3年度 

 

５．令和２年度スケジュール 

  8月：県広報(テレビ CM,FM放送，チラシ等) 

  12月：第一回抽選および贈呈式 

  2月：第二回抽選および贈呈式 

 

６．各市町への協力依頼想定内容 

 ・被保険者への周知 

 ・市町へ問い合わせがあった際の対応 

 

 

  


